
様式第１号(第７条関係)

　糸島市長　様

年 月 日

年 月 日

円 

円 

円 

(1) □

(2) □

(3) □

(4) □

(5) □

(6) □

２）補助金の交付申請額

交付申請額

本申請における補助対象設備について、国費を財源とする補助金、助成金その他これらに類す
る交付金を受けていません。また、これからも受けません。

申請者が糸島市暴力団排除条例(平成22年条例第200号)第2条に規定する暴力団または暴力団員
等でないことを確認するため、市が警察署に照会することを了承します。

…自動計算

太陽光発電 …第２面・Ｅ

申請者が糸島市税の滞納がないことや、糸島市内に居住していることを確認するため、関係部
署への照会等を行うことを了承します。

補助金交付決定前の契約や発注等の行為(事前着手)は認められないことを確認しました。

３）交付申請に関する誓約事項

糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業住宅用太陽光発電等設置補助金交付要綱の規定を遵守し
て補助事業を実施します。

本申請について虚偽記載がないことを誓約し、万が一虚偽記載等、市が不適切と認める補助金
受給が判明した場合には、補助金交付決定の取消を受けても意義を申し立てません。また、補
助金交付決定の取消に伴う補助金返還、財産処分等による財産処分納付金が発生した場合は、
遅滞なく市の指示に従い返還または納付を行います。

蓄電池 …第２面・Ｋ

　糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業住宅用太陽光発電等設置補助金の交付を受けたいので、同補助
金交付要綱第７条第１項の規定により、事業計画書及び別表第５に掲げる書類を添えて申請します。

申請日

１）申請者(補助対象者)

生年月日

電話番号

糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業
住宅用太陽光発電等設置補助金交付申請書

住　所

氏　名

Ｅメール

性別

※申請を委任する場合(申請者自身による申請が原則です)

住　所 電話番号

氏　名 生年月日

申請者の同居の親族※

性別

受任者の種別 行政書士

行政書士登録番号受任者の
確認書類

行政書士

同居の親族 申請者との続柄 ➢受任者の本人確認書類の写し、委任状を提出

※同居の親族が委任を受けて申請等を行う場合は、無償で行う必要があります。

Ｅメール

➢行政書士証票の写し、委任状を提出



□

１）補助対象設備を設置する家屋

２）設備設置費用

事業計画書（第１面）

糸島市

設備費
（別表第３の設備費に

適合するもの）

居宅

続柄

続柄

➢実績報告時、建築請負契約書の写し

車庫 倉庫/物置 その他

申請者（単独所有または他の者との共有）

設備設置の承諾を受けました。

➤親族
住所

氏名

□

円

補助対象外経費

補助対象経費 小計　① 円

補助対象経費 小計　②

※別表第３(第５条関係)補助対象経費や見積書と突合できるように記入すること。太陽光発電設備、蓄電池設備の
共通経費は、任意の方法で配分すること(蓄電システム機器及び附帯機器は蓄電池設備に計上)。
【補助対象外経費の例】一般送配電事業者への接続検討申込費用、系統連系工事負担金、自然災害補償、有料の保
証延長、ソーラーカーポートのカーポート部及び設置費用、既存設備の撤去費用、V2Hやエコキュート及びそれらの
設置費用等

所在地

設
備
を
設
置
す
る
家
屋
の
情
報

(　　　　　　　　　　)

ある

２親等内の親族

ない（未完成の新築住宅）

ない（カーポート）

➤ 所 有 者 名

➢実績報告時、建築確認検査済票の写し

申請時点で居住

実績報告までに居住 必要書類:申請者の住民票の写し(市外に居住
の場合)申請者の居住状態

種類

家屋の不動産登記
有無

家屋の不動産登記
所有者

２親等内の親族が居住

太
陽
光
発
電
設
備

区　分 内　容 金額(税抜)

工事費
（別表第３の工事費に

適合するもの）

合計金額（税抜） 円

蓄
電
池
設
備

工事費
（別表第３の工事費に

適合するもの）

設備費
（別表第３の設備費に

適合するもの）



年 月 日 年 月 日

□

□

□

３）補助対象設備の設置工事契約について

事業計画書（第２面）

契約予定
事業者

所在地/住所 電話番号

法人名/屋号 担当者氏名

Ｅメール

機器 メーカー 型式 数量 出力合計

事業期間
契約予定日 完了予定日

確認事項 市の補助金交付決定後に契約を締結します(決定前の契約は補助対象外)

【ローン、クレジット利用時の確認】
導入設備の所有権が留保される場合、補助対
象外になることを確認しました。

現金/振込

その他

ﾛｰﾝ/ｸﾚｼﾞｯﾄ

(　　　　　)
設備設置費の支払方法

４）導入する太陽光発電設備について

補助金額【Ｂ(上限9kW)×Ｄ】…Ｅ 円

PCS(パワーコンディショナー)

太陽電池モジュール

蓄電池ユニット

太陽電池モジュール公称最大出力合計またはＰＣＳ定格出力合計の低い方(10kW未満)…Ａ kW

Ａの小数点以下切り捨て…Ｂ kW

第１面・設備設置費の①…Ｃ 円

蓄電システム

機器 メーカー 型式 数量 蓄電容量※

５）導入する蓄電池設備について

1kWあたりの補助金額【70,000円またはＣ÷Ａ(1,000円未満切捨)】…Ｄ 円

1kWhあたりの設備設置費【Ｆ÷Ｇ】…Ｈ 円

導入する蓄電容量(20kWh以下であること)…Ｇ kWh

ＰＣＳ

６）蓄電池設備の1kWhあたり税抜価格に関する確認事項

12.5万円/kWh以下の蓄電池の調達に努めましたが困難なため上の額で導入します。

※蓄電容量は、(一社)環境共創イニシアチブのZEH補助金登録の数値

Ｇのうち補助対象となる蓄電容量(10kWh上限）…Ｉ kWh

Ｉに相当する補助対象経費【Ｈ(1kWhあたり153,000円上限)×Ｉ】…Ｊ 円

補助金額【Ｊ×1/3(1,000円未満切捨)】…Ｋ 円

第１面・設備設置費の②…Ｆ 円



　

□

％

人

(1) □

(2) □

(3) □

(4) □

(5) □

(6) □

(7) □

(8) □

(9) □

(10) □

(11) □

(12) □

(13) □

(14) □

事業計画書（第３面）

余剰電力の取扱

売電しない ➢実績報告時、電力会社の系統連系に係る書類を提出

売電する ➢実績報告時、非FIT売電契約書の写しを提出

(売電先) 確認事項 FIT/FIP認定は取得不可

７）設備導入による発電電力の消費量計画

年間発電量見込 kWh

年間自家消費量見込 kWh

自家消費割合

世帯人数

関係法令及び条例の規定に従い、補助対象設備を処分します。

導入する設備を法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ります。

一の場所において、設備を複数の設備に分割して扱いません。

電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に
対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方
法で管理及び保存します。

設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施します。

接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御
の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力します。

防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切
な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めます。

再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」及び「説明会及び事前
周知措置実施ガイドライン」に定める遵守事項等に準拠して事業を行います(ただし、専
らFITの認定を受けた者に対するものを除く)。

法定耐用年数を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果に
ついてJ-クレジット制度への登録を行いません。

地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配
慮して事業を実施するよう努めます。

関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行います。

防災、環境保全、景観保全を考慮し補助対象設備の設計を行うよう努めます。

(蓄電池を設置しない場合)
30%以上自家消費できる理由

８）導入設備に関する確認・誓約事項

本補助金を受けて設置する設備について、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する
特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT(固定価格買取制度)の認定またはFIP制度
の認定を取得しません。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行い
ません。



申請者 市

- □ □

※
(

(

・
・

ｱ)

※
ｲ)

※

ｱ)
ｲ)

※

6 □ □

住宅用太陽光発電等設置補助金 申請書類チェックリスト

申請書類の提出時、チェックリストも添えてください。

下記の申請者のチェック欄に必ずチェック（☑）を入れ、忘れずに提出ください。

□ □1

設備設置費用の見積書の写し

導入設備・機器の名称、型番、数量、発電容量や蓄電容量が記載されて
いるもの。蓄電池はパッケージ型番、システム構成機器及び附帯設備の
型番を記載すること。
補助対象設備を「一式」とは記載しないこと。
設備費及び工事費に値引きがある場合、値引き後の額をもとに作成して
いるもの。
やむを得ず見積書に値引き前の額及び値引き額が記載される場合は、値
引きの対象となる設備・機器、工事等ごとに値引き額を記載した内訳書
を別途添付すること。

3

様式等
電子申請
の形式

必要書類・チェック内容

市長が別途指定する本人確認書類の写し

提出する本人確認書類によって、提出する点数が異なります。
公的機関が発行した顔写真つきの書類)　１点提出
マイナンバーカード(表面)、運転免許証、在留カード等
公的機関が発行した顔写真つきの書類がない場合)　２点提出
国民健康保険、健康保険、船員保険又は後期高齢者医療の資格確認証、
年金手帳・基礎年金番号通知書等

公的機関等
（PDF）

※JPGも可

□ □
任意

（PDF）

住宅用太陽光発電等設置補助金交付申請書、事業計画書(第１面から
第３面）、チェックリスト

様式第１号
（PDF）

チェック欄
№

ー

施工前のカラー写真

その他市長が必要と認める書類

4

指定様式に貼付(写真のみの提出は受け付けられません)。別に定める注
意事項に沿って撮影すること。

指定様式
（PDF）

□□

補助対象設備の設置予定図

5

太陽電池モジュールの取付位置・方法等を記載した屋根伏図
パワーコンディショナー、蓄電池ユニット、リモコン等のシステム構成
機器及び附帯設備の設置位置を記載した平面図または間取図

□ □
任意

（PDF）

2 □ □
指定様式

（委任状はPDF
他はJPG可）

受任者が行政書士の場合…行政書士証票の写し
受任者が同居の親族の場合…受任者の本人確認書類の写し

委任状(申請を委任する場合)に加え、以下の書類



様式第１号(第７条関係)

　糸島市長　様

1 年 5 月 1 日

○

1 年 12 月 1 日

円 

円 

円 

(1) ☑

(2) ☑

(3) ☑

(4) ☑

(5) ☑

(6) ☑

背景が白の枠に記載（項目によってはチェック、○）してくださ
い。

※申請書を手書きで記入する場合は、別途公開している手書き用の
申請書を利用してください。手書きの場合、エクセルファイルでは
自動計算される部分も自身で計算してください。

作成後、コピー等を保存してください。申請書の提出後、記載内容
の修正等をお願いすることがあります。

郵送・窓口で申請書類を提出
　⇒ チェックリストも含めて全ページを印刷して提出

行政書士が委任を受けて申請する場合は、行政書士証票の写しと委
任状を追加して提出してください。

同居の親族が委任を受けて申請する場合は、受任者の本人確認書類
の写しと委任状を提出してください。

各事項をよく読んで、必ず□にチェックを入れてください。

本申請について虚偽記載がないことを誓約し、万が一虚偽記載等、市が不適切と認める補助
金受給が判明した場合には、補助金交付決定の取消を受けても意義を申し立てません。ま
た、補助金交付決定の取消に伴う補助金返還、財産処分等による財産処分納付金が発生した
場合は、遅滞なく市の指示に従い返還または納付を行います。

３）交付申請に関する誓約事項

補助金交付決定前の契約や発注等の行為(事前着手)は認められないことを確認しました。

本申請における補助対象設備について、国費を財源とする補助金、助成金その他これらに類
する交付金を受けていません。また、これからも受けません。

申請者が糸島市暴力団排除条例(平成22年条例第200号)第2条に規定する暴力団または暴力団
員等でないことを確認するため、市が警察署に照会することを了承します。

申請者が糸島市税の滞納がないことや、糸島市内に居住していることを確認するため、関係
部署への照会等を行うことを了承します。

糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業住宅用太陽光発電等設置補助金交付要綱の規定を遵守
して補助事業を実施します。

太陽光発電 280,000 …第２面・Ｅ

蓄電池 510,000 …第２面・Ｋ

妻 ➢受任者の本人確認書類の写し、委任状を提出

※同居の親族が委任を受けて申請等を行う場合は、無償で行う必要があります。

２）補助金の交付申請額

交付申請額 790,000 …自動計算

Ｅメール xxx@yyy.co.jp

受任者の
確認書類

行政書士 行政書士登録番号 ➢行政書士証票の写し、委任状を提出

同居の親族 申請者との続柄

生年月日 平成

住　所 糸島市前原西一丁目1番1号 電話番号 092-323-1111

氏　名 糸島　一子 性別 女 生年月日 平成

申請日 令和8年6月1日

糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業
住宅用太陽光発電等設置補助金交付申請書

　糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業住宅用太陽光発電等設置補助金の交付を受けたいので、同補助
金交付要綱第７条第１項の規定により、事業計画書及び別表第５に掲げる書類を添えて申請します。

１）申請者(補助対象者)

住　所 糸島市前原西一丁目1番1号 電話番号 092-323-1111

Ｅメール xxx@yyy.co.jp

※申請を委任する場合(申請者自身による申請が原則です)

受任者の種別 行政書士 申請者の同居の親族※

氏　名 糸島　太郎 性別 男



○

○

☑

○

居宅以外の家屋に補助対象設備を設置する場合は、必ず住宅へ電力
を供給し自家消費してください。

左記以外の未登記家屋への設置は補助対象外です。
それぞれ実績報告時に書類提出が必要です。

補助対象設備を設置する家屋を申請者が所有(共有を含む)していな
い場合は、２親等内の親族が所有者の場合に限ります。申請者の責
任において所有者(共有者を含む)の承諾を得たうえで申請してくだ
さい。

申請日時点で補助対象設備を設置する住宅に申請者が居住していな
い場合、または、申請者が居住せずに２親等内の親族が居住して補
助対象設備を使用する場合は、申請者が居住している市区町村の住
民票の写しを提出してください(糸島市外に居住している場合の
み)。
※別表第５の⑥その他市長が必要と認める書類

見積書と整合するように記載してください。
値引き等がある場合、左の表は値引き後の額で記載してください。
全て税抜金額で記載してください。

ハイブリッドPCSの場合、蓄電池の経費に算入してください。
また、蓄電システムの導入に伴って必要な最小限の付属機器
も蓄電設備の費用として加算できます。

ただし、もともと住宅にあった既存分電盤の交換等は対象外となり
ます。

※別表第３(第５条関係)補助対象経費や見積書と突合できるように記入すること。太陽光発電設備、蓄電池設備の
共通経費は、任意の方法で配分すること(蓄電システム機器及び附帯機器は蓄電池設備に計上)。
【補助対象外経費の例】一般送配電事業者への接続検討申込費用、系統連系工事負担金、自然災害補償、有料の保
証延長、ソーラーカーポートのカーポート部及び設置費用、既存設備の撤去費用、V2Hやエコキュート及びそれら
の設置費用等

補助対象外経費 エコキュート(工事費、設備費)、電力申請、自然災害補償 450,000円

合計金額（税抜） 3,570,000円

50,000円

設備費
（別表第３の設備費に

適合するもの）

蓄電ユニット、ハイブリッドパワコン、リモコン 1,635,000円

特定負荷分電盤 35,000円

補助対象経費 小計　① 1,200,000円

蓄
電
池
設
備

工事費
（別表第３の工事費に

適合するもの）

設置工事 100,000円

電気工事 100,000円

材料費(ケーブル等)

補助対象経費 小計　② 1,920,000円

100,000円

材料費(ケーブル等) 50,000円

設備費
（別表第３の設備費に

適合するもの）

太陽電池モジュール、架台 900,000円

➤ 所 有 者 名 糸島　花子 続柄 母

２）設備設置費用

太
陽
光
発
電
設
備

区　分 内　容 金額(税抜)

工事費
（別表第３の工事費に

適合するもの）

設置工事 150,000円

申請者の居住状態

申請時点で居住

実績報告までに居住
□ 必要書類:申請者の住民票の写し(市外に居住

の場合)２親等内の親族が居住

続柄

電気工事

事業計画書（第１面）

１）補助対象設備を設置する家屋

設
備
を
設
置
す
る
家
屋
の
情
報

所在地 糸島市 前原西一丁目623番地

種類 居宅 車庫 倉庫/物置 その他 (　　　　　　　　　　)

家屋の不動産登記
有無

ある

ない（未完成の新築住宅） ➢実績報告時、建築請負契約書の写し

ない（カーポート） ➢実績報告時、建築確認検査済票の写し

家屋の不動産登記
所有者

申請者（単独所有または他の者との共有）

○
２親等内の親族 設備設置の承諾を受けました。

➤親族
住所

氏名



8 年 7 月 20 日 8 年 12 月 25 日

☑

○ □

☑

【契約予定日】
市が交付申請の内容を審査のうえ交付決定を行った後に契約する必
要があります。通常、補助金の交付決定には１か月程度を要しま
す。契約予定日は交付申請日から少なくとも１か月以上空けてくだ
さい。また、市から「補助金交付決定通知書」を受け取るまで契約
を締結しないでください。交付決定前の契約締結は補助金の対象外
となります(契約予定日を過ぎた時点で交付決定が行われていない
場合であっても同様です)。
【完了予定日】
令和９年２月１２日までに実績報告書をご提出いただく必要があり
ますので、完了予定日はそれ以前としてください。

出力合計はモジュール１枚当たりの発電能力×枚数で記載します。

PCS(ハイブリッド含む)の出力合計は、系統連系時の出力値を記載
します。

蓄電システムの型式には「パッケージ型番」を記載します。
蓄電システムを構成する蓄電池ユニット、PCSの型式を記載してく
ださい。

12.5万円/kWhを超える場合に必ずチェックを入れてください。12.5万円/kWh以下の蓄電池の調達に努めましたが困難なため上の額で導入します。

Ｉに相当する補助対象経費【Ｈ(1kWhあたり153,000円上限)×Ｉ】…Ｊ 1,530,000円

補助金額【Ｊ×1/3(1,000円未満切捨)】…Ｋ 510,000円

６）蓄電池設備の1kWhあたり税抜価格に関する確認事項

導入する蓄電容量(20kWh以下であること)…Ｇ 12.0kWh

1kWhあたりの設備設置費【Ｆ÷Ｇ】…Ｈ 160,000円

Ｇのうち補助対象となる蓄電容量(10kWh上限）…Ｉ 10.0kWh

※蓄電容量は、(一社)環境共創イニシアチブのZEH補助金登録の数値

ＰＣＳ イトシマソーラー WXZ-ITOPCS-550 1

第１面・設備設置費の②…Ｆ 1,920,000円

蓄電システム イトシマソーラー ITOSHIMA-12000 1 12.0kWh

蓄電池ユニット イトシマソーラー ABC-ITO-12000 1

1kWあたりの補助金額【70,000円またはＣ÷Ａ(1,000円未満切捨)】…Ｄ 70,000円

補助金額【Ｂ(上限9kW)×Ｄ】…Ｅ 280,000円

５）導入する蓄電池設備について

機器 メーカー 型式 数量 蓄電容量※

太陽電池モジュール公称最大出力合計またはＰＣＳ定格出力合計の低い方(10kW未満)…Ａ 4.80kW

Ａの小数点以下切り捨て…Ｂ 4.00kW

第１面・設備設置費の①…Ｃ 1,200,000円

PCS(パワーコンディショナー) イトシマソーラー WXZ-ITOPCS-550 1 5.50kW

太陽電池モジュール

イトシマソーラー ABC-ITOSHIMA-400 12 4.80kW

数量 出力合計

確認事項 市の補助金交付決定後に契約を締結します(決定前の契約は補助対象外)

設備設置費の支払方法
現金/振込 ﾛｰﾝ/ｸﾚｼﾞｯﾄ 【ローン、クレジット利用時の確認】

導入設備の所有権が留保される場合、補助対
象外になることを確認しました。その他 (　　　　　)

事業期間
契約予定日 令和 完了予定日 令和

４）導入する太陽光発電設備について

機器 メーカー 型式

事業計画書（第２面）

３）補助対象設備の設置工事契約について

契約予定
事業者

所在地/住所 糸島市前原東2丁目X番Y号 電話番号 092-XXX-YYYY

法人名/屋号 マエバルソーラー設備株式会社 担当者氏名 前原　次郎

Ｅメール www@zzz.co.jp



　

○

☑

％

人

(1) ☑

(2) ☑

(3) ☑

(4) ☑

(5) ☑

(6) ☑

(7) ☑

(8) ☑

(9) ☑

(10) ☑

(11) ☑

(12) ☑

(13) ☑

(14) ☑

左のいずれかの書類を実績報告時にご用意いただきます。

売電する場合は、売電先と確認事項の☑をお願いします。

蓄電池を導入しない場合に記載してください。
EVを導入、エコキュートで昼炊き、在宅で仕事をしている、等
市が必要と判断する場合は、30分値の電力データをご提出いただく
場合があります。

誓約事項の内容を必ず確認してチェックを入れてください。

設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施します。

接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御
の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力します。

防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切
な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めます。

関係法令及び条例の規定に従い、補助対象設備を処分します。

導入する設備を法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ります。

年間発電量見込 5,761 kWh 自家消費割合 62.5

世帯人数

一の場所において、設備を複数の設備に分割して扱いません。

電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に
対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方
法で管理及び保存します。

８）導入設備に関する確認・誓約事項

本補助金を受けて設置する設備について、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する
特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT(固定価格買取制度)の認定またはFIP制度
の認定を取得しません。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行い
ません。

再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」及び「説明会及び事前
周知措置実施ガイドライン」に定める遵守事項等に準拠して事業を行います(ただし、専
らFITの認定を受けた者に対するものを除く)。

年間自家消費量見込 3,600 kWh

法定耐用年数を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果に
ついてJ-クレジット制度への登録を行いません。

地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配
慮して事業を実施するよう努めます。

関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行います。

防災、環境保全、景観保全を考慮し補助対象設備の設計を行うよう努めます。

(蓄電池を設置しない場合)
30%以上自家消費できる理由

4

事業計画書（第３面）

７）設備導入による発電電力の消費量計画

余剰電力の取扱

売電しない ➢実績報告時、電力会社の系統連系に係る書類を提出

売電する ➢実績報告時、非FIT売電契約書の写しを提出

(売電先) 糸島エナジー株式会社 確認事項 FIT/FIP認定は取得不可



申請者 市

- ☑ □

※
(

(

・
・

ｱ)

※
ｲ)

※

ｱ)
ｲ)

※

6 ☑ □

提出前にチェックリストで書類が揃っているか確認し、各項目に
チェックを入れてください。

電子申請で提出する場合は、チェックリストの「様式等・電子申請
の形式」に沿ったファイル形式としてください。

本人確認書類等を除き、申請書類のJPG(写真)による提出は、文字
の歪み、不鮮明等の原因になることから、受け付けできません。ご
了承ください。

補助対象設備を設置する住宅に申請者が居住していない場合、また
は、申請者が居住せずに２親等内の親族が居住して補助対象設備を
使用する場合は、申請者が居住している市区町村の住民票の写しを
提出してください(糸島市外に居住している場合のみ)。

ー その他市長が必要と認める書類

5 ☑ □ 指定様式
（PDF）

施工前のカラー写真

指定様式に貼付(写真のみの提出は受け付けられません)。別に定める
注意事項に沿って撮影すること。

4 ☑ □
任意

（PDF）

補助対象設備の設置予定図

太陽電池モジュールの取付位置・方法等を記載した屋根伏図
パワーコンディショナー、蓄電池ユニット、リモコン等のシステム構
成機器及び附帯設備の設置位置を記載した平面図または間取図

3 ☑ □ 任意
（PDF）

設備設置費用の見積書の写し

導入設備・機器の名称、型番、数量、発電容量や蓄電容量が記載され
ているもの。蓄電池はパッケージ型番、システム構成機器及び附帯設
備の型番を記載すること。
補助対象設備を「一式」とは記載しないこと。
設備費及び工事費に値引きがある場合、値引き後の額をもとに作成し
ているもの。
やむを得ず見積書に値引き前の額及び値引き額が記載される場合は、
値引きの対象となる設備・機器、工事等ごとに値引き額を記載した内
訳書を別途添付すること。

1 ☑ □
公的機関等
（PDF）

※JPGも可

市が別途指定する本人確認書類の写し

提出する本人確認書類によって、提出する点数が異なります。
公的機関が発行した顔写真つきの書類)　１点提出
マイナンバーカード(表面)、運転免許証、在留カード等
公的機関が発行した顔写真つきの書類がない場合)　２点提出
国民健康保険、健康保険、船員保険又は後期高齢者医療の資格確認
証、年金手帳・基礎年金番号通知書等

2 ☑ □
指定様式

（委任状はPDF
他はJPG可）

委任状(申請を委任する場合)に加え、以下の書類

受任者が行政書士の場合…行政書士証票の写し
受任者が同居の親族の場合…受任者の本人確認書類の写し

申請書類の提出時、チェックリストも添えてください。

下記の申請者のチェック欄に必ずチェック（☑）を入れ、忘れずに提出ください。

№
チェック欄 様式等

電子申請
の形式

必要書類・チェック内容

様式第１号
（PDF）

住宅用太陽光発電等設置補助金交付申請書、事業計画書(第１面から
第３面）、チェックリスト

住宅用太陽光発電等設置補助金 申請書類チェックリスト


